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研究成果の概要（和文）：本研究では、物権と債権の区別が語られる際の文脈をひろく洗い出し、各々につき分析と検
討をくわえた。すなわち、総論として、物権債権の区別は、権利の体系の確立、物概念の制限とどのような関係にたっ
ているのかを明らかにするとともに、「区別」の意味の多様性を示した。概念レベルの問題としては、物上性・対人性
と絶対性・相対性の関係を取り上げ、両者の組み合わせを基礎とする4類型論について原理的な基礎づけを与えた。物
権債権の限界についてはおもに、両者の境界の曖昧性と債権の財産化現象を取り上げるとともに、物権から債権への格
下げに対処する制度のうち、代償的取戻権につきその基本的な構造を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Real rights and claims are totally different concepts. The former is exclusive rig
ht to tangible things, while the latter is relative right to other person. These two, however, may overlap
 in some fields such as lease. This study examines how and in which point we should distinguish them each 
other. Firstly, two basic problems are concerned: (1) Relation between the distinction of two kinds of rig
ht and some characteristic features in modern civil codes, such as the system based on "rights" and the co
ncept of "tangible things", and (2) Meaning of the differentiation of two rights in relation to the system
. Secondly, the study reconsiders four fundamental ideas: rights to things, rights to person, exclusivity 
and relativity. By combining these four, an indispensable foundation for analysis is established. Finally,
 as for the delimitation of two rights, ambiguity of the line and objectification of claims are indicated.
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１．研究開始当初の背景 
(1) 物権と債権の区別 日本民法は体系上、
物権と債権を区別している。けれども、両者
をはっきりと切り分けることに対しては、古
くから疑問が投げかけられてきた。他方で、
2 つの権利の区別を基本的なものとして擁護
するものもある。 
 
(2) 問題関心 これに対して、本研究の関
心は、両者の区別を維持すべきか、あるいは
放棄すべきかという問題よりも、むしろそれ
以前の問いに向けられている。すなわち、そ
もそも物権債権の「区別」という際に、どの
ようなレベルでの「区別」が論じられている
のか、また、「限界」が説かれる際に、なに
をもって「限界」であると認識されているの
かを、はっきりとさせる必要があるように思
われる。 
 
２．研究の目的 
 そこで、本研究では、物権債権の区別の意
義と限界が語られる際の文脈を、できるだけ
ひろく洗い出し、各々につき分析と検討をく
わえることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1) 意義 まず、物権債権の区別の意義に
関する問題として、①2 つの権利の区別、権
利の体系および物概念の制限の関係、②両区
別の原理的基礎、③概念レベルの区別、④制
度的特質の問題、⑤外的体系・法典の編別と
いう意味での区別を考察する。 
 
(2) 限界 次に、限界については、①物権
債権の境界流動性と、②債権の財産性の承認
をめぐる問題を区別して取り上げるととも
に、③既得物権者の保護、いわゆる格下げ問
題につき考察をくわえ、④編別の問題につい
ても触れる。 
 
４．研究成果 
(1) 基礎――権利の体系・物概念の制限と
の関係 権利の体系は必然的に狭い物概念
を導き、物権債権の区別に到達するのか、言
い換えれば、権利の体系、有体物概念、物権
債権の区別の間には、どのような繋がりがあ
るのかがここでの問題である。法史上、これ
らの諸点の確立につき重大な役割をはたし
たといわれる、アーペル（16 世紀）とサヴィ
ニー（19 世紀）のテクストをあらためて読み
直すことによって、この問題の検討を試みた。
アーペルとサヴィニーには論理性という共
通点はみられるものの、次の点では異なって
いる。アーペルは、教育目的から出発し、法
の論理やルールを理解しやすく伝達するた
めに、そうした意味での体系の再構築を試み
た。したがって、訴権から切り離された権利
の体系、物概念の制限、そして物権債権の区
別は、教育目的との適合、論理的整序の方法
といった外的なレベルにおいて連関してい

たとみることができる。これに対して、サヴ
ィニーにおいては、体系形成のもつ意味がま
ったく異なる。サヴィニーの体系論は様々な
視点から捉えることができるが、本研究が着
目したのは、すぐあとで詳しく述べるように、
自由な存在者の共存という原理が根底にす
えられている点である。その結果、サヴィニ
ーにおいては、法関係・権利の体系、物権債
権の区別および狭い物概念の規定に、内的な
繋がりが構築されている。両者の違いのコン
テクストとしては、人文主義的体系と歴史法
学的体系の相異、物権の性質・抽象的所有権
概念の確立の問題、商品交換・取引安全の確
保との関係を指摘することができる。 
 
(2) 原理――自由の共存 現行民法が旧民
法と異なり、物権と債権を区別する体系を採
用したのは、ドイツ法にならったからである。
そして、BGB の体系構築の基礎となった資料
のうち、ヨーホウの『部分草案理由書』によ
れば、体系の内的な根拠づけは、サヴィニー
の体系構想によるとされる。現在の研究水準
からみると、サヴィニーの思考を正確に把
握・描出するのはきわめて困難な作業である
が、いくつかの重要な二次資料の助けを借り
ながら、〈自由の共存〉という視角に基づき、
ひとつの読み方を示してみよう。サヴィニー
は、個人の自由を原則にすえている。だが、
けっして「無制約の自由」を承認しているわ
けではない。自由は万人に等しく保障される。
したがって、個人の自由は他者の自由によっ
て制約を受ける。サヴィニーにとって、法は
「自由な存在者たちの共同生活の必要条件」
である。すなわち、人が「外界」にあるとき
には相互に接触が生じるところ、その共存を
図るために各人の存在と活動に自由な空間
を与える、目にみえない境界が必要になる。
「そうした境界を定め、もってこの自由な空
間を決する規則」が、「法」である。この視
座からみると、第 1に、意思支配の対象とし
て、①自分自身が、②外界から区別される。
①では②と異なり、他者との接触が生じない
からである。「どのようにして人間が他人の
思考を妨害し、あるいは逆に他人のなかで考
え、あれこれしてここでいう所有権を侵害し
うるというのだろう」。サヴィニーが人格の
保障を権利の問題ではなく、むしろ「権利の
基礎と前提」に位置づけているのは、意思力
が自らの内に向けられているために、他者の
自由との調整が問題とならないからである
と読むことができる。これに対して、外界の
領域（②）では事情が異なる。自由を等しく
保障するという視点からは、意思支配の対象
としては、(a)他人と、(b)自然の区別が決定
的に重要なものとなる。他人は自然とは異な
り、――意思力を行使する側と同じく――自
由な主体にほかならないからである。もっと
も、(a)の際には、他人そのものの支配は問
題とならない。もしそうしたことが認められ
るのなら、奴隷と同じく、かれの自由が破壊



されてしまうであろう。そこで、意思支配の
対象は「他人」から「特定の行為」へと縮減
されることになる。他方で、(b)についても、
自然それ自体の支配は認められない。その対
象は「物」、すなわち「空間的に限界づけら
れた」一部分に制限される。なぜなら、万人
が自然全体を同時に支配することは、できな
いからである。「あらゆる人間は自由をもた
ない自然を支配すべき使命をもつ。けれども、
各人はこれと同一の使命を、他の各人にも同
じように承認しなければならない。この相互
承認から、個人が空間において接触したとき
に、調整をおこなう必要が生じる」。このよ
うにして、特定の行為との間の法関係（債権
債務関係）と、物に対する無制限かつ排他的
な支配権（所有権）が区別される。物権と債
権の区別は、論理的思考の産物や資本制の法
的基礎を意味するだけではなく、その基底に
は、〈自由の共存〉という理念があるとみる
ことができる。 
 
(3) 概念 物権と債権は、概念上どのよう
に区別されるのか。基本的な対立図式は、〔1〕
物上性と対人性、〔2〕絶対性と相対性の 2つ
の軸のうち、いずれを基準とするか、あるい
は双方ともに構成要素とみるかにある。この
問題は、「物権性」の本質をどう解するかに
かからしめられる。一方では、「物権」とは、
人の物に対する直接的支配権であると定義
される（物上性一元説）。このうち、①事実
上の物支配説に対しては、占有の概念と所有
権の概念を混同しているとの批判がある。ま
た、②法上の物支配説についても問題が指摘
されている。よく知られているのは、ロビン
ソン・クルーソーの例を引き合いに出した批
判である。ロビンソンが無人島に漂着したと
き、かれはたしかに事実上物を直接に支配し
ているけれども、この事実上の物支配が法的
なそれに高められるには、法秩序――他人の
存在を前提とする――が必要である。要する
に、権利は人と物の間ではなく、人と人との
間でしか生じえない。他方で、物権は、万人
に対する不作為請求権の集合であるとも説
かれている（絶対性一元説）。しかし、これ
に対しては、たとえば次の批判がある。この
理解によれば、所有者はごく些少な物につい
てまで、万人との間、「つまりスタンリー･プ
ールの黒人やヘールフィンク湾［現イリアン
湾］にあるヌンホル島の原住民との間でも」
法関係において結びつけられる。所有権が新
しく発生するたびに全人類が震撼すること
になり、鉱石が新しく掘られ、魚が新しく捕
まえらえると、「少なくとも人間の居住して
いる限り、北極に達するまで」権利の振動が
もたらされる（コーラー）。また、物から完
全に抽象化された、純粋に消極的な物権概念
は、われわれの直観とするどく対立する。レ
ストランでスープが運ばれてきたとしよう。
わたしがこの一皿のスープに所有権を有す
るということは、「だれもわたしにつばを吐

いてはならない」ということと同じなのであ
ろうか（ペスカトール）。このようにして一
般には、物上性と絶対性を接合する考え方が
とられている（総合説）。「現行法上の物権の
本質は『一定の物を直接に支配して利益を受
ける排他的の権利』ということができる」（我
妻）、「物支配は、それが各々法秩序によって
認められている限りにおいて、第三者に対す
る排他性を有している」（ヴォルフ／ライザ
ー）といったように。以上に対して、近時の
ドイツの学説には、2つの軸を組み合わせ、4
つのカテゴリー区分を提案するものがある
（ミヒャエルス）。絶対的物的権利、絶対的
人的権利、相対的物的権利、相対的人的権利
の 4つがそれである。論者はこの区別を導入
する際に、物上性と対人性の軸は「内容」の
問題、絶対性と相対性の軸は「方向」の問題
にかかるとして、おもに問題の論理的次元の
相違に着目している。しかしながら、2 つの
軸の相違はむしろ、他者の自由との関わりの
違いと結びつけられているとみるべきであ
る。すなわち、物上性と対人性の区別は、権
利の対象が権利を有する側と同じく自由な
主体であるかどうか、という視点を基礎とし
ているのに対して、絶対性と相対性は、そう
した権利を万人に向けて貫徹しうるか、言い
換えれば対外関係における他者の自由への
影響範囲の広さと関連するものである。 
 
(4) 制度 物権法制度の特徴としては、次
の点が挙げられる。第 1に、物権は「物」す
なわち「有体物」を対象とする。無体物は含
まれない。このことは、とくに所有権法にお
いて貫かれている。債権が行為に向けられて
おり、無体物をも目的物とすることができる
のと対照的である。このレベルの特徴は、原
理的な相違というよりは、むしろ法技術的な
ものであるとも指摘されている。すなわち、
今日通用している所有権法は、ローマ所有権
法の伝統にしたがい、有体物概念を基礎とし
て組み立てられている。歴史上、これらのル
ールを無形のものに拡張しようとする試み
はあったけれども、いずれもうまくいかなか
った。所有権法の規定が有体物を念頭におき、
固有の法技術的性格を有している以上、非有
体的客体に対する支配権を「所有権」とし、
所有権法の規定を一般的に適用するのは相
当でないとされている。第 2は、物権法の支
配権基底性と債権法の請求権基底性である。
たしかに、物権法と債権法の相違には、絶対
性と相対性の区別に起因するものもある。し
かしながら、両者の構造の基本的な相違は、
目的物を自己の意思に服従させることがで
きる関係と、相手方もまた自己と同じく自由
な主体であるために、特定の行為を請求する
ことしかできない関係の区別、つまり物上性
（支配権）と対人性（請求権）の相違に根差
しているとみることができる。この意味にお
いて、物上生と対人性の区別が基底にすえら
れている。 



(5) 編成 さきにすこし触れたように、ア
ーペルは、おもに法学教育の観点から、弁証
法的論理を駆使して簡明な体系を描き出す
ために、当時通用していた〈persona〉〈res〉
〈actio〉の 3 部方式を、〈dominium〉と
〈obligatio〉の 2 部方式へと再編成した。
すなわち、①有体物と無体物を区分しない体
系は「あいまい」であるがゆえに、res は
dominium（有体物上の所有権）に再編すべき
であり、こうして体系の 1 翼が定位される。
そうすると、②他の 1 翼は actio ではなく
obligatio であるといわなければならない。
rei vindicatio と actio personalis は各々
dominiumとobligatioから流れ出るものであ
る以上、actioをdominiumと並置するのは「作
用因」と「作用」の混同であり、res と同じ
く「また不正確」だからである。これに対し
て、③persona は、dominium と obligatio に
関する「状況」、つまり原因・場所・時など
のような法律要件のメルクマールの1つにと
どまる。従来体系の冒頭に配されていたのは、
その重要性にかんがみれば冒頭配置が「便
宜」であったからにすぎない。このように、
アーペルの 2部体系は基本的に、法学教育に
適合した法ルールの見通しの良さ、体系の外
面的・論理的整序を志向している。ここでは
とりわけ次の点に注意しなければならない。
第 1は、歴史的文脈の問題である。アーペル
が対峙していたのは、当時の mos Italicus
であった。その釈義的・権威的な教育手法は
ひどいもので、学生の修学に大変な困難が生
じていたという。しかし、今日ではこうした
前提はあてはまらない。むしろ、物権債権と
いう論理的な区分よりも、〈財産〉と〈財産
の取得〉という機能的な区分のほうが、初学
者にはわかりやすいともいわれている。第 2
は、法学の体系と法典の体系の違いである。
両者が同じものである必然性はない。法典論
の文脈では、法ルールの認識可能性の向上は
たしかに重要な要請であるけれども、法典の
名宛人を専門家以外の者にまで広げ、初学者
をも含めた教育目的を重視すべきかどうか
には議論がある。そうすると、教育目的適合
性という視点を押し出すだけでは、物権債権
の編別を維持すべきかどうかを決すること
はできないであろう。 
 
(6) 限界Ⅰ――物権と債権の境界 物権と
債権の区別には「限界」があると説かれてい
る。しかし、なにをもって「限界」としてい
るのかは論者により多様である。物権概念論
との関係では、第 1に、現行法上の物権は「有
体物」だけを目的としているわけではない、
という点が問題とされている（物上性との関
係）。たとえば、権利質や一般先取特権の客
体は有体物ではない。しかし、価値権ないし
換価権とされる担保物権に関する規律を、物
権全部に一般化できるかどうかは慎重な検
討が必要である。準占有と準共有の規定のも
つ意味についても、同じことがあてはまる。

実際、「所有権」の客体は有体物に制限され
ている。これに対しては、情報や電気を目的
とする所有権も考えられるのではないか、と
いう批判もある。しかし、少なくとも現行所
有権法の概念やルールをこれらにそのまま
あてはめることはできないというべきであ
る。情報は、万人が同時に利用することがで
き、かつ物理的境界が明確でないという特質
を有している。サヴィニーによる物概念規定
の根拠づけは、ここではうまくあてはまらな
い。現行物規定のオリジンは、「思想はひと
たび世界にあらわれれば、その創作者の排他
的支配から解き放たれる」（ヨーホウ）と考
えていた。情報一般に「所有権」を創設する
ならば、現行知的財産法の体系を根本的に破
壊することになろう。自由と排他権の原則・
例外関係は反転し、われわれは無数の排他権
の間に残されたごく僅かな隙間においてし
か自由を享受できない。むしろ、基本法とし
ての民法がなすべきことは、「物」から情報
を潔癖に排除することで、各人が自由に行動
できる領域を守り抜くというスタンスを、は
っきりと表明することであるように思われ
る。他方で、電気は、競合財である点で有体
物と同一の性格を有する。しかし、電気は無
形的存在であるところ、電気上の所有権の移
転や、引渡しによる対抗要件の具備を観念す
べきかどうかは疑わしい。善意取得の規定も
適用しえないであろう。物権的請求権につい
ても、有体物と同じように認めるのは困難で
ある。通説は、こうした法技術的理由から、
電気上の所有権を否定している。物権概念論
の文脈における「限界」として指摘されてい
るのは、おもに第 2の軸、すなわち物権の絶
対性と債権の相対性の区別であるとみるこ
とができる。一方で、不動産賃借権の「物権
化」といわれる問題は、不動産という財の重
要性に着目するものではあるものの、法的構
成としては、対物化ではなく絶対性の一部付
与と関連するものである。〈売買は賃貸借を
破る〉の例外則や、賃借権の二重設定の優劣
が対抗要件具備の先後で決せられるという
準則は、賃借権が「債権」であること、正確
にいえば対人性を否定するものではない。他
方で、物権取得者が対抗要件を具備していな
い場合には、物権の取得を第三者に対抗する
ことができない、という点も問題とされてい
る。しかし、ここで「限界」が語られるとき
には、絶対性の制約が念頭におかれており、
物上性は否定されていない。したがって、所
有者は不法占有者に対しては、対抗要件を具
備していなくても物の引渡しを請求するこ
とができる。 
 
(7) 限界Ⅱ――債権の財産性 現代では、
債権の財産性が承認されている。「債権上の
所有権」論は、このことを理論的に受け止め
ようとしたものと読むことができる。この主
張もまた、物権債権の区別の「限界」を示し
たものとされる。しかし、すでに指摘されて



いるように、債権上の所有権なるものの実体
は明らかでない。「ある人がこの権利に所有
権をもつというのは、その権利がかれに属し
ている、という意味にほかならない」（ヨー
ホウ〔ヴィントシャイトの引用〕）。たしかに、
債権についても譲渡が認められている。しか
し、債権譲渡を肯定するために、「所有権」
概念を媒介する必要はない。この議論は、所
有権しか処分できない、という疑わしい命題
を所与としている点で不当である。同じこと
は、債権侵害にもあてはまる。たしかに、不
法行為法上、帰属侵害型においては、債権も
所有権と同じように保護されている。しかし、
同類型の名称が適切に示しているように、こ
のことは債権の「帰属」が侵害されていると
みれば十分である。かえって債権上の所有権
論によると、たとえば引抜き事例では――所
有権侵害とは異なり――、原則として不法行
為は成立しない、あるいは個別事例における
衡量が求められるとされていることの説明
に窮してしまう。妨害排除についても同様で
ある。債権に基づく妨害排除は、一般には、
不動産賃借権との関係でしか問題とされて
いない。しかし、この議論によれば、あらゆ
る債権について所有権と同じように妨害排
除が認められることになりかねない。要する
に、処分可能性、不法行為的保護、妨害排除
は、かならずしも物権固有のものとはみられ
ておらず、この限りでは「限界」は語りえな
い。他方で、それらが認められるための要件
や範囲には、物権と債権で顕著に異なる部分
があるところ、この意味ではむしろ両者の区
別は基本的に正当とみるべきである。 
 
(8) 限界Ⅲ――格下げ問題 そのほか、物
権の客体が変更した場合に、もともと物権を
有していた者が債権者に格下げされてしま
う、という意味でも「限界」が指摘されてい
る。これは、既得物権者の保護の薄さを問題
とする点で、これまで述べてきた議論とは視
角が異なるものである。この「格下げ」問題
（松岡）に対処する実定法上の制度には、い
くつかのものがある。本研究では代償的取戻
権を取り上げ、その基本的な性質や構造を明
らかにした。すなわち、代償的取戻権は「取
戻権」ではあるが、一般の取戻権とは異なり、
債務者に「属する」財産の交付を求める単純
な債権的請求権に対して取戻権限を付与す
る点に特色がある。他方で、原目的物の取戻
権者に、そうした一般実体法上の請求権が付
与されていない場合には、代償的取戻権は認
められない。破産法が取戻権者のために独自
に請求権を創造し、くわえてこれに取戻権限
まで与えるならば、一般実体法上の請求権を
有する他の債権者との関係において、かれを
過渡に優遇することになってしまうからで
ある。この意味で、代償的取戻権は既存の請
求権を強化したものとみなければならない。
代位物につき「優先権」を付与する方式とい
う視点からみると、代償的取戻権は、物権的

帰属そのものを変動させる物上代位（帰属割
当変動型の優先権）とは異なり、物権的帰属
は動かさずに、責任財産の構成、つまり責任
的帰属だけを変動させる責任法的代位（責任
財産変動型の優先権）であると捉えることが
できる。さらに、この「優先権」は、問屋の
委託者の権利や信託といった、物権的帰属と
責任的帰属のズレを認める他の制度とは異
なり、一般実体法上の権利ではなく、明文に
よれば包括執行、解釈で拡張しても個別執行
のなかでしか効力がはたらかない、執行法的
な優先権として構想されている。所有権は全
面的な支配権であるが、まさにそうであるが
ゆえに、物権的帰属それ自体を変動させると、
一般原則との抵触や法的取引への影響が大
きい。そこで、現行法の体系は、代位物に対
する所有者の保護を、物上代位ではなく、代
償的取戻権に委ねていると評価することが
できる。代償的取戻権に関する各論的議論の
ほか、いわゆる価値追跡の理論については十
分に考察できなかった。これらの問題に関し
ては、さらに研究を継続する必要がある。 
 
(9) 限界Ⅳ――編別 民法典の役割や名宛
人、わかりやすさの問題と関連して、総則・
物権・債権・親族・相続よりも、人・物・行
為という編別構成のほうが望ましいとみる
ものがある。これもまた、ひとつの「限界」
論に位置づけることができる。このレベルの
問題は、すでに指摘したように、法典論の文
脈で議論されなければならない。 
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